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八八尾尾市市配配偶偶者者等等かかららのの暴暴力力のの防防止止及及びび 

被被害害者者のの保保護護にに関関すするる基基本本計計画画 

（（八八尾尾市市ＤＤＶＶ対対策策基基本本計計画画））   

（素案） 
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１．これまでの動き 

配偶者等からの暴力※１（一般にドメスティック･バイオレンスと言われる。Ｄ

Ｖと略される。以下、「ＤＶ」という。）は、個人の尊厳を無視した重大な人権侵

害であり、外部からの発見が困難で、潜在化しやすく、生命の危険に及ぶような

犯罪行為ともなり得るものです。 

また、ＤＶは、被害者やその子どもの心身に深い傷を残し、社会全体に深刻な

悪影響を与えるものであり、単なる個人的な問題ではなく、社会で取り組まなけ

ればならない重要課題の一つとなっています。 

しかし、非常に危険なこうした行為について、なかなか対策が講じられないま

ま、長年、夫婦間あるいは家庭内の問題等として取り扱われてきました。 

こうした状況のなか、国際的に女性に対する暴力を根絶しようとの取り組みが

進み、日本においても調査研究がされ、ようやく平成１３（２００１）年４月に

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者

からの暴力の防止と被害者の保護を図ることを目的として「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関する法律」（以下「配偶者暴力防止法」という。）が制

定されました。 

その後、平成１６（２００４）年５月の配偶者暴力防止法改正において、配偶

者からの暴力の定義の拡大、保護命令制度の拡充、国の基本方針策定及び都道府

県における基本計画策定の義務化等が行われ、さらに平成１９（２００７）年７

月には、保護命令の対象者の範囲拡大と加害者に対する禁止行為の拡大が図られ

た第２次改正が行われました。加えて基本計画策定が市町村の努力義務となり、

市民に最も身近な行政主体である市町村の役割も大変重要になりました。 

 

※１ 配偶者等からの暴力 

配偶者暴力防止法における「配偶者からの暴力」とは、配偶者（事実婚や元配偶者（配偶

者から身体に対する暴力等を受けたことが原因で離婚又は婚姻を解消した者）を含む）から

の「蹴る」「殴る」といった「身体的暴力」、言葉や態度による「精神的暴力」、性行為の強

要といった「性的暴力」、生活費を渡さないといった「経済的暴力」のことを言います。 

さらに、本計画では、配偶者以外の恋愛関係など親密な関係にあるパートナーからの暴力

も本計画の対象とします（ただし、法律の根拠を必要とする施策等を除く）。 

１．計画の策定にあたって 

１．計画策定の背景 
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２．ＤＶの被害状況  

配偶者暴力防止法施行以降、国を中心にＤＶに関する取り組みは大きく進み、

ＤＶ防止のためのさまざまな事業や取り組みが全国的に行われてきました。 

また、被害者に対する相談・支援体制の充実が、全国的に図られてきましたが、

ＤＶの被害を受ける人は後を絶たず、被害を訴える相談は増加しています。 

 

 

 

 

平成２３（２０１１）年に内閣府が行った「男女間における暴力に関する調査」

では、これまでに結婚したことのある人の中で、“身体的暴力”、“心理的暴力”、

“性的暴力”のいずれかについて、配偶者から被害を受けたことがあった人の割

合は、女性で３２．９％、男性で１８．３％にのぼっています。 

 

【約４人に１人は配偶者から被害を受けたことがある】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

また、交際相手からの暴力（「デートＤＶ」と呼ばれる。以下、「デートＤＶ」

という。）について、１０歳代から２０歳代の頃に「交際相手がいた（いる）」と

いう人に交際相手からの被害を尋ねたところ、“身体的暴力”“心理的暴力”“性

的暴力”のいずれかの被害を受けたことがあったと答えた人の割合は１０．１％

となっており、約１０人に１人の人が交際相手からの被害を受けているという状

況にあります。 
 

配偶者配偶者配偶者配偶者からのからのからのからの被害経験被害経験被害経験被害経験（（（（全国全国全国全国））））    

資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査」平成 24（2012）年 4月 

交際相手交際相手交際相手交際相手からのからのからのからの被害経験被害経験被害経験被害経験（（（（全国全国全国全国））））    
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【約１０人に１人は交際相手から被害を受けたことがある】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＤＶをされたこと ＤＶをしたこと  

されたこ

とがある 

されたこ

とはない 
無回答 

したこと

がある 

したこと

はない 
無回答 

女性 33.4% 46.7% 19.9% 19.0% 47.1% 33.9% 

男性 17.9% 52.9% 29.2% 32.0% 47.6% 20.4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あった（計） なかった 無回答 
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資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査」平成 24（2012）年 4月 

恋人恋人恋人恋人やややや配偶者配偶者配偶者配偶者ににににＤＶ（ＤＶ（ＤＶ（ＤＶ（ドメスティックドメスティックドメスティックドメスティック・・・・バイオレンスバイオレンスバイオレンスバイオレンス））））されたされたされたされた（（（（したしたしたした））））ことことことこと（（（（八尾市八尾市八尾市八尾市））））    

＜あなたがしたこと＞ ＜あなたがされたこと＞ 

“された”女性 

“された”男性 

“した”女性 

“した”男性 

資料：「八尾市男女共同参画についての意識調査」平成 19（2007）年 
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ＤＶに関する相談については、全国的に周知や啓発が進んだこともあり、年々

増加しています。 

平成１９年度に八尾市人権政策課が受けたＤＶに関する相談は３２件でした。

しかし、その数は年々増加し、平成２３（２０１１）年度には１２８件と平成１

９（２００７）年度の件数の４倍近くにまで増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、大阪府警察で受理した相談件数を見てみると、平成１４（２００２）年

には８５３件でしたが、平成２３（２０１１）年には４，１４０件となっており、

１０年前の４．８倍以上になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：件 

資料：八尾市人権政策課調べ 

大阪府警察大阪府警察大阪府警察大阪府警察でででで受理受理受理受理ししししたたたた相談件数相談件数相談件数相談件数    
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資料：大阪府警察本部調べ 

単位：件 

ＤＶＤＶＤＶＤＶにににに関関関関するするするする相談件数相談件数相談件数相談件数（（（（八尾市人権政策課八尾市人権政策課八尾市人権政策課八尾市人権政策課））））    
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 さらに、ＤＶによる被害を受け、緊急一時保護を行う必要があると判断され

て、大阪府女性相談センターにより一時保護をされた件数を見てみると、平成

１４（２００２）年度には２９９件でしたが、平成２３（２０１１）年度には

４０９件となり、１０年前の約１．４倍となっています。 

 

【大阪府女性相談センターにおける一時保護件数】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【八尾市人権政策課で対応した一時保護件数】 

年度 件数（件） 

Ｈ19 年度 ２ 

Ｈ20 年度 １ 

Ｈ21 年度 ６ 

Ｈ22 年度 ３ 

Ｈ23 年度 ３ 

 

配偶者配偶者配偶者配偶者からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力をををを原因原因原因原因とするとするとするとする一時保護件数一時保護件数一時保護件数一時保護件数    

単位：件 

資料：大阪府女性相談センター調べ 
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八尾市では、昭和５４（１９７９）年に採択され、昭和６０（１９８５）年に

日本で批准された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」を踏

まえて、「平等・発展・平和」の達成を基本理念とする「男女平等を推進するた

めの八尾市指針」を昭和６３（１９８８）年４月に策定し、いち早く女性問題の

解決に向けた取り組みをはじめました。 

その後、平成１１（１９９９）年に「やお女と男のはつらつプラン ～地域に

根ざした男女共同参画社会をめざして～」を策定し、男女の人権が尊重される男

女共同参画社会の実現に向けて、さまざまな分野への男女共同参画の取組みをす

すめてきました。   

そして、平成１３（２００１）年、配偶者暴力防止法が制定され、ようやくＤ

Ｖが社会問題として取り上げられるなか、平成１６（２００４）年に「改定やお

女と男のはつらつプラン ～地域に根ざした男女共同参画社会をめざして～」を

策定し、その目標のひとつとして「女性に対するあらゆる暴力の根絶」を掲げ、

また、平成２０（２００８）年度には「第２次 やお女と男のはつらつプラン」

を策定し、基本課題のひとつとして「あらゆる暴力の根絶」を掲げ、課題を解決

するためのさまざまな取り組みを進めてきました。さらに、平成２１（２００９）

年度には、市、市民及び事業者が協働で男女共同参画の推進に取り組むことを謳

った八尾市男女共同参画推進条例を制定し、その基本理念のひとつとして、「男

女間のあらゆる暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されること」を

規定し、あらゆる暴力を根絶するという市の基本姿勢が示されました。  

このように、あらゆる暴力の根絶をめざして、さまざまな取り組みを進める中、

社会経済情勢も大きく変わり、ＤＶ被害が複雑化あるいは多様化し、ＤＶ対策に

関する施策の再検討が必要となりました。 

   こうしたことから、本市においてもこれまで以上に、交際相手からの暴力など

配偶者等からの暴力の防止、被害者の保護と自立支援などのＤＶ対策の充実を図

るため、「八尾市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画

（八尾市ＤＶ対策基本計画）」を策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画策定の趣旨 
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この計画は、配偶者暴力防止法第２条の３第３項に基づく八尾市の「配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画」に

相当します。 

また、八尾市男女共同参画推進条例（以下、「条例」という。）第１０条の規定

に基づき策定された基本計画「第２次 やお女と男のはつらつプラン」の一部に

相当するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画の基本的な考え方 

１．計画の位置づけ

配偶者配偶者配偶者配偶者からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力のののの防止及防止及防止及防止及びびびび被害被害被害被害

者者者者のののの保護保護保護保護のためののためののためののための施策施策施策施策にににに関関関関するするするする基本基本基本基本

的的的的なななな方針方針方針方針    

配偶者暴力防止法配偶者暴力防止法配偶者暴力防止法配偶者暴力防止法    

（（（（仮称仮称仮称仮称））））八尾市八尾市八尾市八尾市

配偶者等配偶者等配偶者等配偶者等からのからのからのからの

暴力暴力暴力暴力のののの 防止及防止及防止及防止及びびびび

被害者被害者被害者被害者 のののの保護保護保護保護にににに

関関関関 するするするする 基本計画基本計画基本計画基本計画

（（（（案案案案））））    

大 阪府配偶者大 阪府配偶者大 阪府配偶者大 阪府配偶者

からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力のののの防防防防

止及止及止及止及びびびび被害者被害者被害者被害者のののの

保護保護保護保護にににに関関関関するするするする基基基基

本計画本計画本計画本計画（（（（改定版改定版改定版改定版））））    

整 合 

大阪府 

国 

八尾市 

第第第第２２２２次次次次    やおやおやおやお女女女女とととと男男男男のののの

はつらつはつらつはつらつはつらつプランプランプランプラン    

【基本課題 ３】 
 あらゆる暴力の根絶 

男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会男女共同参画社会    

基本法基本法基本法基本法    

八尾市男女共同参画八尾市男女共同参画八尾市男女共同参画八尾市男女共同参画    

推進条例推進条例推進条例推進条例    

国 

八尾市 
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この計画は「第２次 やお女と男のはつらつプラン」の一部に相当するもので

あることから、計画期間を合わせる必要があるため、計画期間は平成２５年度か

ら平成２７年度までの３年間とします。 

また、３年後の計画見直しに際しては、「第２次 やお女と男のはつらつプラン」

との一体的な見直しも含めて検討を行います。 

ただし、国の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関す

る基本的な方針」の見直し等により、新たな事項を計画に盛り組む必要が生じた

場合には、必要に応じて見直すこととします。 

 

 

 

 

 

この計画は、条例第３条に規定する６つの基本理念のうち、第１号の規定であ

る「男女が、個人としての尊厳を重んぜられること、性別による差別的な取扱い

を受けないこと及び個人として能力を発揮する機会が確保されること、男女間の

あらゆる暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されること。」にのっ

とり、「第２次 やお女と男のはつらつプラン」の基本課題６「あらゆる暴力の根

絶」におけるＤＶの防止及び被害者の保護、支援を特化し、計画の基本理念を「配

偶者等からの暴力の根絶」とします。 

 

 

 

 

 

この計画では、次の４つの基本目標を柱に、それぞれの基本目標を達成するた

めに必要となる施策を掲げて、各施策に応じた具体的な取組みを進めます。 

 

目標１ ＤＶを許さない市民意識の醸成 

目標２ 早期発見・相談体制の充実 

目標３ 保護・自立支援の充実 

目標４ 推進体制の充実 

 

 

 

 

 

２．計画の期間 

３．計画の基本理念 

４．計画の基本目標 
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５．計画の体系 

目標目標目標目標    施策施策施策施策    

あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶    

１ 多様な媒体によるＤＶ防止のための広報・啓発 

（※第２次 やお女と男のはつらつ 

プラン【基本課題 ３】） 

基本理念基本理念基本理念基本理念    

１１１１    ＤＶＤＶＤＶＤＶをををを許許許許さなさなさなさな

いいいい市民意識市民意識市民意識市民意識のののの醸成醸成醸成醸成    

２２２２    早期発見早期発見早期発見早期発見・・・・相談相談相談相談

体制体制体制体制のののの充実充実充実充実    

３３３３    保護保護保護保護・・・・自立支援自立支援自立支援自立支援

のののの充実充実充実充実    

４４４４    推進体制推進体制推進体制推進体制のののの充実充実充実充実    

２ 暴力を否定する教育の推進 

３ デートＤＶの予防・啓発の推進 

４ 相談窓口の支援充実 

５ 外国人市民への支援充実 

６ 庁内関係課との連携強化と相談対応の向上 

７ 配偶者暴力相談支援センター機能の充実 

８ 被害者の保護 

９ 被害者の自立支援 

10 庁内推進体制の充実（推進本部・審議会・ＤＶ連絡会） 

11 関係機関とのネットワーク構築 
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施策施策施策施策    担当課担当課担当課担当課    

１１１１    多様多様多様多様なななな媒体媒体媒体媒体によるによるによるによるＤＶＤＶＤＶＤＶ防止防止防止防止のためののためののためののための広報広報広報広報・・・・啓啓啓啓発発発発    

・市政だよりや男女共同参画に関する啓発冊子、市ホームペ

ージなどの多様な媒体を通じて、ＤＶ防止についての広報、

啓発を進めます。 

・内閣府が進める「女性に対する暴力をなくす運動」にあわ

せてセミナー等を開催し、ＤＶ防止の啓発を行います。 

人権政策課 

２２２２    暴力暴力暴力暴力をををを否定否定否定否定するするするする教育教育教育教育のののの推進推進推進推進    

・暴力を否定し、すべての人の人権を尊重することができる

意識を育むため、地域や学校、職場などのさまざまな分野に

おいて、さらに人権教育・啓発についての取組みを進めます。 

・男女にかかわりなく皆の命を大切にし、自他の命を守るこ

とができる子どもを育成するための取組みを進めます。 

人権政策課 

人権教育課 

３．計画の内容 

１．目標１ ＤＶを許さない市民意識の醸成 

 ＤＶは、被害者の人権を無視した許すことのできない行為であり、決して許される

ものではありません。また、男女共同参画社会を実現するうえで、解決すべき重要な

課題です。 

 本市では、これまで男女共同参画に関する啓発冊子等による広報・啓発やＤＶに関

する講演会やセミナーの実施等により、ＤＶ防止の広報・啓発を進めてきましたが、

ＤＶの被害を受ける人は後を絶たず、相談件数も年々増加しています。 

このため、さまざまな機会を通じてより多くの市民を対象に、ＤＶ防止の啓発を行

い、社会全体に「ＤＶは許さない」という意識を醸成していく必要があります。 

 さらに、近年は、ＤＶは配偶者間だけでなく、若年層の男女においても広がりをみ

せており、非常に深刻な問題となっています。このようなデートＤＶについて、予防

という観点から、小学校の高学年や中学生等の早い段階で、人間関係のあり方や男女

共同参画についての正しい知識を身につけることが重要です。 
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３３３３    デートデートデートデートＤＶＤＶＤＶＤＶのののの予防予防予防予防・・・・啓発啓発啓発啓発のののの推進推進推進推進    

・新たな被害者・加害者を生み出さないようにするために、

自分も相手も大事にすることの大切さに気づく啓発リーフレ

ットを市内の各中学校を中心に配布し、生徒と保護者双方に

対して、早い段階からのデートＤＶの予防啓発を行います。 

・デートＤＶについての正しい知識を身につけ、加害も被害

も防ぐことができるように、市内各中学校にデートＤＶ予防

啓発用ＤＶＤの活用を働きかけます。 

・市内学校園の教職員や保護者などを対象に、デートＤＶに

おける身体的暴力や精神的暴力、性的暴力とそれに関連する

性感染症等の周知・啓発のための出前講座や教職員研修会等

を実施します。 

人権政策課 

人権教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策施策施策施策    担当課担当課担当課担当課    

４４４４    相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口のののの支援充実支援充実支援充実支援充実    

・八尾市男女共同参画センターをはじめ、警察署、配偶者暴

力相談支援センターなどのＤＶやデートＤＶに関連する相談

窓口の周知を図ります。 

人権政策課 
市民ふれあい課 
生活福祉課 
高齢福祉課 
障がい福祉課 
保育課 

２．目標２ 早期発見・相談体制の充実 

 ＤＶ被害のほとんどは家庭内などの閉じられた空間で行われるため、潜在化しや

すく、外部からの発見は非常に困難です。また、親密な間柄で行われるため、加害

者の罪の意識も薄く、被害者は我慢してしまうという傾向があるといわれています。 

 このため、周囲の人たちが気付いたり、被害者が相談するまでに被害が拡大する

おそれがあることから、早期発見が重要になります。 

 ＤＶ被害者が一刻も早く相談窓口の存在を知り、安心して相談することができる

ように相談窓口の周知を図るとともに、相談体制の充実を図ることが求められてい

ます。 

 さらに、八尾市は府下で４番目に外国人市民が多く、出身の国と地域も多様であ

ることから、多言語での相談にも対応する必要があると考えられます。 
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・ＤＶ被害者が高齢あるいは障がいがあるなどの場合、適切

な相談が受けられるよう、それぞれの担当課と連携して相談

に対応します。 

・ＤＶ被害により心身に影響等を受けた子どもへの支援につ

いて、児童虐待等の相談機関と連携して相談に対応します。 

人権教育課 

５５５５    外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民へのへのへのへの支援充実支援充実支援充実支援充実    

・言語や文化の違いなどの理由から、ＤＶについて正しい情

報の入手が困難な外国人市民に対して、多言語で対応するな

どにより、ＤＶの特徴と被害の形態、相談窓口等をわかりや

すく周知します。 

・外国人市民が安心してＤＶ被害の相談を受けられるよう、

通訳者や大阪府等の関係機関との連携により、相談体制の充

実に努めます。    

人権政策課 
文化国際課 
市民ふれあい課 
市民課 
保育課 

６６６６    庁内関係課庁内関係課庁内関係課庁内関係課とのとのとのとの連連連連携携携携強化強化強化強化とととと相談対応相談対応相談対応相談対応のののの向上向上向上向上    

・ＤＶ被害者支援に関わる庁内関係課からなる八尾市ドメス

ティック・バイオレンス対応連絡会（ＤＶ対応連絡会）を通

じて、庁内関係課のＤＶに関する認識や情報の共有を行い、

ＤＶ被害者の迅速な支援を行います。 

・ＤＶ被害者に対する二次的被害を防ぎ、ＤＶ被害者が安心

して相談できるように、大阪府が実施する市町村相談担当者

向けの研修等を通じて、相談担当者の資質向上に努めます。 

人権政策課 
関係課 

７７７７    配偶者暴力相配偶者暴力相配偶者暴力相配偶者暴力相談支援談支援談支援談支援センターセンターセンターセンター機能機能機能機能のののの充実充実充実充実    

・ＤＶ被害者の安全を確保し、ＤＶ被害者の負担を少しでも

和らげ、安心して相談できる相談体制の構築を進めます。 

・危険があり緊急を要するＤＶ被害に対して、警察署や配偶

者暴力相談支援センター等との広域的な連携のもとで、被害

者の安全に重点をおいた支援を行います。 

人権政策課 
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施策施策施策施策    担当課担当課担当課担当課    

８８８８    被害者被害者被害者被害者のののの保護保護保護保護    

・危険があり緊急を要するＤＶ被害者について、支援に関わ

る庁内関係課との迅速な連携と情報共有により安全の確保を

行います。 

・被害者が高齢者、障がい者の場合やＤＶ被害により心理的

な影響等を受けた子どもがいる場合には、関係機関と連携し

て支援にあたります。 

・八尾警察署や大阪府内の配偶者暴力相談支援センター等と

の広域的な連携のもとで、被害者の安全を確保するため、Ｄ

Ｖ被害者が一時保護施設へ移動する場合、ＤＶ被害者に対し、

同行による支援を行います。 

人権政策課 
高齢福祉課 
障がい福祉課 
保育課 
人権教育課 

９９９９    被害者被害者被害者被害者のののの自立支援自立支援自立支援自立支援    

・ＤＶ被害者が置かれた状況により、就労や住居などで必要

となる手続き等について、さまざまな制度に関する情報を提

人権政策課 
市民課 
産業政策課 
住宅管理課 

３．目標３ 保護・自立支援の充実 

 ＤＶ被害者については、まずは安全を確保するとともに、被害者本人の状況と意

向に配慮しながら支援を行っていくことが必要です。現在本市では、一時保護が必

要な場合には、加害者からの捜索をより困難にするために、大阪府の設置する配偶

者暴力相談支援センターを中心とした広域的な連携によって行うなど、被害者の安

全性を重視した対応を行っています。 

 さらに、被害者の置かれた状況によっては、手続き等が必要な場合も考えられる

ため、被害者に対して適宜、支援のためのさまざまな制度に関する情報を提供し、

助言を行っています。 

また、加害者が被害者の居場所を探すことも考えられるため、被害者の個人情報

の管理に細心の注意を払うことが必要です。 

加えて、子どもを同伴するケースも多いため、保育や就学等に関することのほか、

子どもの心のケアや発達についても、関係機関と連携・協力しながら、支援を行っ

ていくことが求められています。 
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供するなど、親切で丁寧な支援を行います。 

・ＤＶ被害者の安全を確保するため、住民基本台帳における

閲覧制限等の支援を実施するとともに、住民基本台帳の情報

の提供を受けている関係課に対し、ＤＶ被害者情報の管理の

徹底を呼びかけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策施策施策施策    担当課担当課担当課担当課    

１１１１００００    庁内推進体制庁内推進体制庁内推進体制庁内推進体制のののの充実充実充実充実（（（（推進本部推進本部推進本部推進本部・・・・審議会審議会審議会審議会・・・・ＤＶＤＶＤＶＤＶ連絡会連絡会連絡会連絡会））））    

・八尾市男女共同参画施策推進本部や八尾市男女共同参画審

議会、ＤＶ対応連絡会などの機関において、ＤＶ被害者の総

合的な支援のあり方や市の施策の方向性などを検討し、ＤＶ

被害者の相談から自立に至るまでの総合的な支援の検討を行

います。 

人権政策課 
関係課 

１１１１１１１１    関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとのネットワークネットワークネットワークネットワーク構築構築構築構築    

・市町村ＤＶ相談担当者ブロック別会議や近隣１０市からな

る中北河内ブロック会議等を通じて、大阪府や近隣他市との

情報交換等を行い、先進的な取り組み事例等の情報収集を行

うとともに、連携を強化し広域的なＤＶ被害対応ができる体

制をめざします。 

・国における加害者更生プログラムの調査研究の推進状況の

把握など、情報収集に努めます。 

人権政策課 
人権教育課 

４．目標４ 推進体制の充実 

本市では、ＤＶ対応連絡会等の開催などを通じて関係機関と連携し、ＤＶ被害者

の支援にあたっていますが、ＤＶの防止やＤＶ被害者の安全確保、自立のための支

援を行うことは、本市だけでできることではありません。 

 関係機関や民間団体との連携・協力が必要であり、被害者一人ひとりに合った支

援を行っていくためには、これらの連携を生かし、柔軟に対応することが重要です。 
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配偶者配偶者配偶者配偶者からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力のののの防止及防止及防止及防止及びびびび被害者被害者被害者被害者のののの保護保護保護保護にににに関関関関するするするする法律法律法律法律    

（（（（平成十三年四月十三日法律第三十一号平成十三年四月十三日法律第三十一号平成十三年四月十三日法律第三十一号平成十三年四月十三日法律第三十一号））））    

最終改正：平成一九年七月一一日法律第一一三号 
 第一章 総則（第一条・第二条）  

 第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等（第二条の二・第二条の三）  

 第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三条―第五条）  

 第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二）  

 第四章 保護命令（第十条―第二十二条）  

 第五章 雑則（第二十三条―第二十八条）  

 第六章 罰則（第二十九条・第三十条）  

 我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法の
下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に
向けた取組が行われている。 
 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を
も含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者
の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、
配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、
経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を
加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の
妨げとなっている。 
 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の
実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被
害者を保護するための施策を講ずることが必要である。
このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めて
いる国際社会における取組にも沿うものである。 
 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、
自立支援等の体制を整備することにより、配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律
を制定する。 

   第一章第一章第一章第一章    総則総則総則総則     

（定義）   
第一条第一条第一条第一条  この法律において「配偶者からの暴力」とは、

配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な
攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。
以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼ
す言動（以下この項において「身体に対する暴力等」
と総称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力
等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が
取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者
から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものと
する。  

２２２２     この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴
力を受けた者をいう。  

３３３３     この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をして
いないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、
「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻
関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同
様の事情に入ることを含むものとする。  
（国及び地方公共団体の責務）  

第二条第二条第二条第二条  国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防
止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、
その適切な保護を図る責務を有する。  

   第一章第一章第一章第一章のののの二二二二    基本方針及基本方針及基本方針及基本方針及びびびび都道府県基本計画等都道府県基本計画等都道府県基本計画等都道府県基本計画等     

（基本方針）  
第二条第二条第二条第二条のののの二二二二  内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣

及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項におい
て「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針
（以下この条並びに次条第一項及び第三項において
「基本方針」という。）を定めなければならない。  

２２２２     基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条
第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基
本計画の指針となるべきものを定めるものとする。  

一一一一     配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する
基本的な事項  

二二二二     配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための
施策の内容に関する事項  

三三三三     その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の
ための施策の実施に関する重要事項  

３３３３     主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しよ
うとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協
議しなければならない。  

４４４４     主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更した
ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  
（都道府県基本計画等）  

第二条第二条第二条第二条のののの三三三三  都道府県は、基本方針に即して、当該都道
府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下こ
の条において「都道府県基本計画」という。）を定めな
ければならない。  

２２２２     都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定
めるものとする。  

一一一一     配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する
基本的な方針  

二二二二     配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための
施策の実施内容に関する事項  

三三三三     その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の
ための施策の実施に関する重要事項  

３３３３     市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に
即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町
村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護
のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この
条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう
努めなければならない。  

４４４４     都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町
村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、
これを公表しなければならない。  

５５５５     主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県
基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な助
言その他の援助を行うよう努めなければならない。  

   第二章第二章第二章第二章    配偶者暴力相談支援配偶者暴力相談支援配偶者暴力相談支援配偶者暴力相談支援センターセンターセンターセンター等等等等     

（配偶者暴力相談支援センター）  
第三条第三条第三条第三条  都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談

所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者
暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにす
るものとする。  
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２２２２     市町村は、当該市町村が設置する適切な施設におい
て、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとして
の機能を果たすようにするよう努めるものとする。  

３３３３     配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行
うものとする。  

一一一一     被害者に関する各般の問題について、相談に応ずる
こと又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介す
ること。  

二二二二     被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は
心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。  

三三三三     被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあって
は、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第
五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時における
安全の確保及び一時保護を行うこと。  

四四四四     被害者が自立して生活することを促進するため、就
業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等
について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整
その他の援助を行うこと。  

五五五五     第四章に定める保護命令の制度の利用について、情
報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を行
うこと。  

六六六六     被害者を居住させ保護する施設の利用について、情
報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助
を行うこと。  

４４４４     前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、
又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して
行うものとする。  

５５５５     配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに
当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体と
の連携に努めるものとする。  
（婦人相談員による相談等）  

第四条第四条第四条第四条  婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指
導を行うことができる。  
（婦人保護施設における保護）  

第五条第五条第五条第五条  都道府県は、婦人保護施設において被害者の保
護を行うことができる。  

   第三章第三章第三章第三章    被害者被害者被害者被害者のののの保護保護保護保護     

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）  
第六条第六条第六条第六条  配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった

者からの身体に対する暴力に限る。以下この章におい
て同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配
偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう
努めなければならない。  

２２２２     医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当た
り、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかか
ったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶
者暴力相談支援センター又は警察官に通報することが
できる。この場合において、その者の意思を尊重する
よう努めるものとする。  

３３３３     刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の
規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項
の規定により通報することを妨げるものと解釈しては
ならない。  

４４４４     医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当た
り、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかか
ったと認められる者を発見したときは、その者に対し、
配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その
有する情報を提供するよう努めなければならない。  
（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての
説明等）  

第七条第七条第七条第七条  配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関す
る通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害
者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談
支援センターが行う業務の内容について説明及び助言
を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨する

ものとする。   
（警察官による被害の防止）  

第八条第八条第八条第八条  警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行
われていると認めるときは、警察法 （昭和二十九年法
律第百六十二号）、警察官職務執行法 （昭和二十三年
法律第百三十六号）その他の法令の定めるところによ
り、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの
暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。  
（警察本部長等の援助）  

第八条第八条第八条第八条のののの二二二二  警視総監若しくは道府県警察本部長（道警
察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、
方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察
署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶
者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を
受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めると
きは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、
国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害
を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの
暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を
行うものとする。  
（福祉事務所による自立支援）  

第八条第八条第八条第八条のののの三三三三  社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十五
号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福
祉事務所」という。）は、生活保護法 （昭和二十五年
法律第百四十四号）、児童福祉法 （昭和二十二年法律
第百六十四号）、母子及び寡婦福祉法 （昭和三十九年
法律第百二十九号）その他の法令の定めるところによ
り、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ず
るよう努めなければならない。  
（被害者の保護のための関係機関の連携協力）  

第九条第九条第九条第九条  配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、
福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他の
関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その
適切な保護が行われるよう、相互に連携を図りながら
協力するよう努めるものとする。  
（苦情の適切かつ迅速な処理）  

第九条第九条第九条第九条のののの二二二二  前条の関係機関は、被害者の保護に係る職
員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受け
たときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努める
ものとする。  

   第四章第四章第四章第四章    保護命令保護命令保護命令保護命令     

（保護命令）  
第十条第十条第十条第十条  被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を
加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章にお
いて同じ。）を受けた者に限る。以下この章において同
じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者で
ある場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する
暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、
被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合
にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受け
る身体に対する暴力。第十二条第一項第二号において
同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受
けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に
対する暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受け
た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消さ
れた場合にあっては、当該配偶者であった者から引き
続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）に
より、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれ
が大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、
その生命又は身体に危害が加えられることを防止する
ため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又
は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚を
し、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当
該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第
四号並びに第十八条第一項において同じ。）に対し、次



 

 17 

の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第
二号に掲げる事項については、申立ての時において被
害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限
る。  

一一一一     命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者
の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居
を除く。以下この号において同じ。）その他の場所にお
いて被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、
勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかい
してはならないこと。  

二二二二     命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者
と共に生活の本拠としている住居から退去すること及
び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。  

２２２２     前項本文に規定する場合において、同項第一号の規
定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被
害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加え
られることを防止するため、当該配偶者に対し、命令
の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力
が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、
被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もして
はならないことを命ずるものとする。  

一一一一     面会を要求すること。  
二二二二     その行動を監視していると思わせるような事項を告

げ、又はその知り得る状態に置くこと。  
三三三三     著しく粗野又は乱暴な言動をすること。  
四四四四     電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場

合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置
を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。  

五五五五     緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六
時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用い
て送信し、又は電子メールを送信すること。  

六六六六     汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情
を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態
に置くこと。  

七七七七     その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状
態に置くこと。  

八八八八     その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその
知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文
書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る
状態に置くこと。  

３３３３     第一項本文に規定する場合において、被害者がその
成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二
条第一項第三号において単に「子」という。）と同居し
ているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと
疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があ
ることから被害者がその同居している子に関して配偶
者と面会することを余儀なくされることを防止するた
め必要があると認めるときは、第一項第一号の規定に
よる命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者
の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられ
ることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効
力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生
じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該
子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住
居を除く。以下この項において同じ。）、就学する学校
その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又
は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在す
る場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる
ものとする。ただし、当該子が十五歳以上であるとき
は、その同意がある場合に限る。  

４４４４     第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害
者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係
を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同
居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十
二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居
に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っている
ことその他の事情があることから被害者がその親族等
に関して配偶者と面会することを余儀なくされること
を防止するため必要があると認めるときは、第一項第
一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危
害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対
し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命
令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日ま
での間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の
本拠としている住居を除く。以下この項において同
じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきま
とい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常
所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを
命ずるものとする。  

５５５５     前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満
の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該
親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合
にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限
り、することができる。  
（管轄裁判所）  

第十一条第十一条第十一条第十一条  前条第一項の規定による命令の申立てに係る
事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき又
は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地
方裁判所の管轄に属する。  

２２２２     前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号
に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができ
る。  

一一一一     申立人の住所又は居所の所在地  
二二二二     当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫が行われた地  
（保護命令の申立て）  

第十二条第十二条第十二条第十二条  第十条第一項から第四項までの規定による命
令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲げ
る事項を記載した書面でしなければならない。  

一一一一     配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する
脅迫を受けた状況  

二二二二     配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者か
らの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受け
る身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危
害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての
時における事情  

三三三三     第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合
にあっては、被害者が当該同居している子に関して配
偶者と面会することを余儀なくされることを防止する
ため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申
立ての時における事情  

四四四四     第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合
にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と面
会することを余儀なくされることを防止するため当該
命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時
における事情  

五五五五     配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に
対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援助
若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実がある
ときは、次に掲げる事項  

イイイイ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員
の所属官署の名称 

ロロロロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 
ハハハハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 
ニニニニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 
２２２２     前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号

イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申
立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項に
ついての申立人の供述を記載した書面で公証人法 （明
治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項 の
認証を受けたものを添付しなければならない。  
（迅速な裁判）  

第十三条第十三条第十三条第十三条  裁判所は、保護命令の申立てに係る事件につ
いては、速やかに裁判をするものとする。  
（保護命令事件の審理の方法）  

第十四条第十四条第十四条第十四条  保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会う
ことができる審尋の期日を経なければ、これを発する
ことができない。ただし、その期日を経ることにより
保護命令の申立ての目的を達することができない事情
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があるときは、この限りでない。  
２２２２     申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げ

る事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者
暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、
申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状
況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書
面の提出を求めるものとする。この場合において、当
該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長
は、これに速やかに応ずるものとする。  

３３３３     裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配
偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は
申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を
求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出
を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。  
（保護命令の申立てについての決定等）  

第十五条第十五条第十五条第十五条  保護命令の申立てについての決定には、理由
を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ない
で決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。  

２２２２     保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手
方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言
渡しによって、その効力を生ずる。  

３３３３     保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やか
にその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄
する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものと
する。  

４４４４     保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴
力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若
しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該
事実に係る第十二条第一項第五号イからニまでに掲げ
る事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やか
に、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書
に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当
該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援セン
ターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員
に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が
最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知す
るものとする。  

５５５５     保護命令は、執行力を有しない。  
（即時抗告）  

第十六条第十六条第十六条第十六条  保護命令の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。  

２２２２     前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさ
ない。  

３３３３     即時抗告があった場合において、保護命令の取消し
の原因となることが明らかな事情があることにつき疎
明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、
即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保
護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記
録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を
命ずることができる。  

４４４４     前項の規定により第十条第一項第一号の規定による
命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第二項
から第四項までの規定による命令が発せられていると
きは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなけ
ればならない。  

５５５５     前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立
てることができない。  

６６６６     抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令
を取り消す場合において、同条第二項から第四項まで
の規定による命令が発せられているときは、抗告裁判
所は、当該命令をも取り消さなければならない。  

７７７７     前条第四項の規定による通知がされている保護命令
について、第三項若しくは第四項の規定によりその効
力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消
したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及び
その内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センタ
ーの長に通知するものとする。  

８８８８     前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並び
に抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について準
用する。  

（保護命令の取消し）  
第十七条第十七条第十七条第十七条  保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の

申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護
命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一
号又は第二項から第四項までの規定による命令にあっ
ては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算
して三月を経過した後において、同条第一項第二号の
規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日
から起算して二週間を経過した後において、これらの
命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命
令の申立てをした者に異議がないことを確認したとき
も、同様とする。  

２２２２     前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定に
よる命令を発した裁判所が前項の規定により当該命令
を取り消す場合について準用する。  

３３３３     第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の
場合について準用する。  
（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立
て）  

第十八条第十八条第十八条第十八条  第十条第一項第二号の規定による命令が発せ
られた後に当該発せられた命令の申立ての理由となっ
た身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の
事実を理由とする同号の規定による命令の再度の申立
てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本
拠としている住居から転居しようとする被害者がその
責めに帰することのできない事由により当該発せられ
た命令の効力が生ずる日から起算して二月を経過する
日までに当該住居からの転居を完了することができな
いことその他の同号の規定による命令を再度発する必
要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命
令を発するものとする。ただし、当該命令を発するこ
とにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずる
と認めるときは、当該命令を発しないことができる。  

２２２２     前項の申立てをする場合における第十二条の規定の
適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「次
に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五
号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、
同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第
一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本
文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号
までに掲げる事項」とあるのは「同項第一号及び第二
号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と
する。  
（事件の記録の閲覧等）  

第十九条第十九条第十九条第十九条  保護命令に関する手続について、当事者は、
裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、
その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する
事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、
相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論
若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、
又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、
この限りでない。  
（法務事務官による宣誓認証）  

第二十条第二十条第二十条第二十条  法務局若しくは地方法務局又はその支局の管
轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職務
を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法
務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務
事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定によ
り読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせる
ことができる。  
（民事訴訟法 の準用）  

第二十一条第二十一条第二十一条第二十一条  この法律に特別の定めがある場合を除き、
保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しな
い限り、民事訴訟法 （平成八年法律第百九号）の規定
を準用する。  
（最高裁判所規則）  

第二十二条第二十二条第二十二条第二十二条  この法律に定めるもののほか、保護命令に
関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定
める。  
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   第五章第五章第五章第五章    雑則雑則雑則雑則     

（職務関係者による配慮等）  
第二十三条第二十三条第二十三条第二十三条  配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜

査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職
務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被
害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、
被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重
するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分
な配慮をしなければならない。  

２２２２     国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者
の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深
めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。  
（教育及び啓発）  

第二十四条第二十四条第二十四条第二十四条  国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力
の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓
発に努めるものとする。  
（調査研究の推進等）  

第二十五条第二十五条第二十五条第二十五条  国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生
のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させ
るための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者
の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるもの
とする。  
（民間の団体に対する援助）  

第二十六条第二十六条第二十六条第二十六条  国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間
の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとす
る。  
（都道府県及び市の支弁）  

第二十七条第二十七条第二十七条第二十七条  都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁
しなければならない。  

一一一一     第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行
う婦人相談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用
を除く。）  

二二二二     第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行
う一時保護（同条第四項に規定する厚生労働大臣が定
める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要
する費用  

三三三三     第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人
相談員が行う業務に要する費用  

四四四四     第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、
社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行う場
合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用  

２２２２     市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人
相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければなら
ない。  
（国の負担及び補助）  

第二十八条第二十八条第二十八条第二十八条  国は、政令の定めるところにより、都道府
県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同
項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十
分の五を負担するものとする。  

２２２２     国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費
用の十分の五以内を補助することができる。  

一一一一     都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用の
うち、同項第三号及び第四号に掲げるもの  

二二二二     市が前条第二項の規定により支弁した費用  

   第六章第六章第六章第六章    罰則罰則罰則罰則     

第二十九条第二十九条第二十九条第二十九条     保護命令に違反した者は、一年以下の懲役
又は百万円以下の罰金に処する。  

第三十条第三十条第三十条第三十条     第十二条第一項（第十八条第二項の規定によ
り読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載
すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保
護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処す
る。  
 
 

   附附附附    則則則則（（（（抄抄抄抄））））  
（施行期日） 

第一条第一条第一条第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過
した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶
者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、
第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限
る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四
年四月一日から施行する。  
（経過措置） 

第二条第二条第二条第二条  平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対
し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相
談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当
該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する
第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三
項の規定の適用については、これらの規定中「配偶者
暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」と
する。  
（検討）  

第三条第三条第三条第三条  この法律の規定については、この法律の施行後
三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、
検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講
ぜられるものとする。  

 
  附附附附    則則則則    （（（（平成一六年六月二日平成一六年六月二日平成一六年六月二日平成一六年六月二日法律第六四号法律第六四号法律第六四号法律第六四号）））） 

（施行期日） 
第一条第一条第一条第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過

した日から施行する。  
（経過措置） 

第二条第二条第二条第二条  この法律の施行前にしたこの法律による改正前
の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する
法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定に
よる命令の申立てに係る同条の規定による命令に関す
る事件については、なお従前の例による。  

２２２２  旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後
に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法
な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同
一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者
からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以
下「新法」という。）第十条第一項第二号の規定による
命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに
限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規
定の適用については、同項中「二月」とあるのは、「二
週間」とする。  
（検討） 

第三条第三条第三条第三条  新法の規定については、この法律の施行後三年
を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加
えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられる
ものとする。  
 
附附附附    則則則則（（（（平成一九年七月一一日平成一九年七月一一日平成一九年七月一一日平成一九年七月一一日法律第一一三号法律第一一三号法律第一一三号法律第一一三号））））    抄抄抄抄  
（施行期日） 

第一条第一条第一条第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過
した日から施行する。  
（経過措置） 

第二条第二条第二条第二条    この法律の施行前にしたこの法律による改正前
の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律第十条の規定による命令の申立てに
係る同条の規定による命令に関する事件につい
ては、なお従前の例による。 

 

    

    



 

八尾市配偶者等八尾市配偶者等八尾市配偶者等八尾市配偶者等からのからのからのからの暴力暴力暴力暴力のののの防止及防止及防止及防止及びびびび    

被害者被害者被害者被害者のののの保護保護保護保護にににに関関関関するするするする基本計画基本計画基本計画基本計画 

（八尾市ＤＶ対策基本計画） 
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